
 

会    則 

 
第１条（名 称） 本クラブを ○○○○○○○○ とする。 
第２条（事務所） 本クラブは、事務所を会長宅におく。 
第３条（目 的） 本クラブは、健全なオートキャンプ活動を通じて、会員相

互の交流を図るとともに、キャンプ等のアウトドアレジャー

の普及発展に寄与することを目的とする。 
第４条（事 業） (1)本クラブ会員懇親のための事業 

         (2)健全なオートキャンプ普及のための事業 

         (3)総会（年１回以上） 

         (4)その他、第３条の目的を達成するために必要な事業 

第５条（会 員） 本会員は、本会の目的に賛同する者をもって構成する。 
第６条（会 費） 会員は、本クラブ運営のために必要な会費を納入する。 
         １．入会金 ○○○○円（入会初年度のみ。ＪＡＣ入会金

を含む） 
         ２．年会費 ○○○○円（ＪＡＣ年会費を含む） 
        ３．必要な参加費はその都度徴収する。 

第７条（会計年度）会計年度は、１月１日から１２月３１日までとする。 
附則  この会則は、○○○○年 ○○月 ○○日より施行する。 
 

 
 


